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平成２２年５月１４日 

各   位 

会 社 名 京極運輸商事株式会社 

代表者名 代表取締役社長 山 谷  純 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード９０７３） 

問合せ先 

 役職・氏名 常務取締役 羽 生 康 秀 

 電   話 ０３－５８２５－７１３１ 

 

定款一部変更および会計監査人選任に関するお知らせ 

 

当社は、平成２２年５月１４日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」

および「会計監査人選任の件」を平成２２年６月２９日開催予定の第７０回定時株主総会に付議

することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

１．定款一部変更の件 

 (1) 定款変更の理由 

   ① 当社は、株式会社大阪証券取引所の「ＪＡＳＤＡＱ等における企業行動規範に関する

規則の特例」により、監査役会及び会計監査人の設置が求められることに伴い、監査役

会及び会計監査人を新設し、所要の変更を行なうものであります。 

   ② 上記変更に伴い、条数の変更等所要の変更を行うものであります。 

 

 (2) 定款変更の内容 

   変更内容は別紙のとおりです。 

 

 (3) 日程 

   取締役会決議           平成 22 年５月 14 日 

   定款変更のための株主総会開催日  平成 22 年６月 29 日 

   定款変更の効力発生日       平成 22 年６月 29 日 
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２．会計監査人選任の件 

 (1) 会計監査人の選任理由 

   会計監査人の選任につきましては、現在当社の金融商品取引法第 193 条の２第１項に基づ

く監査を行なっております有限責任監査法人トーマツを会計監査人として選任することが、

会計監査の効率性を維持する観点から適切であるため、同監査法人を選任する予定です。 

   なお、本議案は、上記１．「定款一部変更の件」が承認可決されることを条件としており

ます。また、本議案は、監査役全員の同意を得ております。 

 

 (2) 会計監査人候補者の名称等 

   会計監査人候補者は次のとおりであります。 

名   称 有限責任監査法人トーマツ 

主たる事務所 東京都港区芝浦 4-13-23 事 務 所 

その他事務所 札幌、仙台、盛岡、新潟、さいたま、千葉、横浜、長野、金沢、

富山、静岡、名古屋、岐阜、三重、京都、大阪、奈良、和歌山、

神戸、岡山、広島、松江、高松、松山、福岡、大分、熊本、鹿

児島、那覇 

1968年５月 等松・青木監査法人設立 

1986年10月 監査法人サンワ事務所（1973 年 6 月設立）と合併し、名称を「サ

ンワ・等松青木監査法人」に変更 

1990年２月 TRI がデロイト ハスキンズ アンド セルズ インターナショナ

ルと合併（1月）し「デロイト ロス トーマツ インターナショ

ナル（現 デロイト トウシュ トーマツ（DTT））」となったこと

に伴い、監査法人三田会計社（1985 年 6 月設立）と合併し、名

称を「監査法人トーマツ」に変更 

沿   革 

2009年７月 有限責任監査法人へ移行し、名称を「有限責任監査法人トーマ

ツ（英語名：Deloitte Touche Tohmatsu LLC）」に変更 

 

 (3) 就任予定年月日 

   平成 22 年６月 29 日 

 

以 上 



　別紙

(下線    は変更部分を示します。)

現 行 定 款 変 更 案

第４章 取締役および監査役

　 （新 設）

第４章 取締役および取締役会

（取締役会の設置）

第16条 当会社は取締役会を置く。

（取締役および監査役の員数）

第16条 当会社に取締役のほか監査役を置く。

② 当会社の取締役は15名以内および 監査

役は３名以内とする。

（取締役の員数）

第17条 当会社の取締役は、15名以内とする。

（削 除）

（取締役および監査役の選任）

第17条 取締役および監査役は、株主総会におい

て選任する。

② 取締役および監査役の選任決議は、総株

主の議決権の３分の１以上を有する株主が

出席し、その議決権の過半数によりこれを

行う。

③ 取締役の選任決議は、累積投票によらな

いものとする。

（取締役の選任）

第18条 取締役は、株主総会の決議によって選任

する。

② 取締役の選任決議は、議決権を行使する

ことができる株主の議決権の３分の１以上

を有する株主が出席し、その議決権の過半

数によりこれを行う。

（現行どおり）

（取締役および監査役の任期）

第18条 取締役の任期は、選任後２年内の最終の

事業年度に関する定時株主総会終結の時ま

でとする。

② 監査役の任期は、選任後４年内の最終の

事業年度に関する定時株主総会終結の時ま

でとする。

③ 補欠または増員として選任された取締役

の任期は、他の在任取締役の任期の満了す

る時までとする。

④ 補欠として選任された監査役の任期は、

退任した監査役の任期の満了する時までと

する。

（取締役の任期）

第19条 取締役の任期は、選任後２年以内に終了

する事業年度のうち最終のものに関する定

時株主総会終結の時までとする。

（削 除）

② 増員により、または補欠として選任され

た取締役の任期は、他の在任取締役の任期

の満了する時までとする。

（削 除）

（業務執行取締役）

第19条 取締役会の決議により、取締役中より社

長１名を定める。

② 取締役会の決議により取締役中より会

長、副会長、副社長各１名、専務取締役お

よび常務取締役若干名を定めることができ

る。

（業務執行取締役）

第20条 取締役会の決議により、取締役中より取

締役社長１名を定める。

② 取締役会の決議により取締役中より取締

役会長、取締役副会長、取締役副社長各１

名、専務取締役および常務取締役若干名を

定めることができる。
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現 行 定 款 変 更 案

（代表取締役、役付取締役の業務担当）

第20条 取締役会の決議により、代表取締役を定

める。

② 各役付取締役の業務担当は、取締役会規

定の定めるところによる。

（代表取締役、役付取締役の業務担当）

第21条 取締役会の決議により、代表取締役を定

める。

（現行どおり）

（報酬等）

第21条 取締役および監査役の報酬等は、株主総

会の決議によりこれを定める。

（取締役の報酬等）

第22条 取締役の報酬等は、株主総会の決議によ

りこれを定める。

第５章 取 締 役 会

（取締役会）

第22条 当会社に取締役会を置く。

② 取締役をもって取締役会を構成し、特に

法令または定款の定める事項のほか会社の

業務執行を決定する。ただし、日常の業務

その他重要でない事項は社長がこれを決定

することが出来る。

③ 監査役は、取締役会に出席し意見を述べ

ることができる。

（削 除）

（削 除）

（取締役の招集）

第23条 取締役会の招集通知は、各取締役および

各監査役に対して会日の３日前までに発す

るものとする。ただし、緊急の場合には、

この期間を短縮することができる。

　 （新 設）

（取締役会の招集）

第23条 （現行どおり）

② 取締役および監査役の全員の同意がある

ときは、招集の手続きを経ないで取締役会

を開催することができる。

（取締役会規定）

第24条 取締役会に関する事項は、法令または定

款に定めるもののほか、取締役会において

定める取締役会規定による。

（取締役会規定）

第24条 （現行どおり）
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　 （新 設）

　 （新 設）

　 （新 設）

第５章 監査役および監査役会

（監査役および監査役会の設置）

第25条 当会社は監査役および監査役会を置く。

（監査役の員数）

第26条 当会社の監査役は、４名以内とする。

　 （新 設） （監査役の選任）

第27条 監査役は、株主総会の決議によって選任

する。

② 監査役の選任決議は、議決権を行使する

ことができる株主の議決権の３分の１以上

を有する株主が出席し、その議決権の過半

数によりこれを行う。

　 （新 設） （監査役の任期）

第28条 監査役の任期は、選任後４年以内に終了

する事業年度のうち最終のものに関する定

時株主総会終結の時までとする。

② 補欠として選任された監査役の任期は、

退任した監査役の任期の満了する時までと

する。

　 （新 設） （常勤の監査役）

第29条 監査役会は、監査役の中から常勤の監査

役を選定する。

　 （新 設） （監査役会の招集）

第30条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し

て会日の３日前までに発するものとする。

ただし、緊急の場合には、この期間を短縮

することができる。

② 監査役全員の同意があるときは、招集の

手続きを経ずに監査役会を開催することが

できる。

　 （新 設） （監査役会規定）

第31条 監査役会に関する事項は、法令又は定款

に定めるもののほか、監査役会において定

める監査役会規定による。

　 （新 設） （監査役の報酬等）

第32条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によ

りこれを定める。
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　 （新 設）

　 （新 設）

第６章 会計監査人

（会計監査人の設置）

第33条 当会社は会計監査人を置く。

　 （新 設） （会計監査人の選任）

第34条 会計監査人は、株主総会の決議によって

選任する。

　 （新 設） （会計監査人の任期）

第35条 会計監査人の任期は、選任後１年以内に

終了する事業年度のうち最終のものに関す

る定時株主総会終結の時までとする。

② 会計監査人は前項の定時株主総会におい

て別段の決議がなされなかったときは、当

該定時株主総会において再任されたものと

みなす。

　 （新 設） （会計監査人の報酬等）

第36条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監

査役会の同意を得て定める。

　 （新 設） （会計監査人の責任免除）

第37条 当会社は、会計監査人との間で、会社法

第423条第１項の賠償責任について法令に

定める要件に該当する場合には、賠償責任

を限定する契約を締結することができる。

ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度

額は、法令で定める額とする。

第６章 計 算 第７章 計 算

第25条～第28条 （条文省略） 第38条～第41条 （現行どおり）
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